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6.剰余金の配当の制限、損失の処理 

6-1.剰余金の配当の制限 

 

(1)貸借対照表の純資産の部と準備金の計上 

 

(a)純資産の部［テキスト 5章 2節１(3)］ 

 

 

 

 

 

株式発行の際の払込額・給付額 資本金（会社 445Ⅰ、会社計算 13以下） 

1/2までは資本金としなくても OK（会社 445Ⅱ） 

→その分は資本準備金（会社 445Ⅲ） 

剰余金の配当によって減少する剰余金

の額に 10 分の 1を乗じた金額 

資本準備金または利益準備金（会社 445Ⅳ、会社計算

22）：資本金の額の 1/4 になるまで計上 

 

 

 

 

(b)剰余金の配当に伴う準備金の計上（会社 445Ⅳ） 

 

 

 

 

(c)その他資本剰余金（会社計算 27Ⅰ①）・その他利益剰余金（会社計算 29Ⅰ②Ⅱ③） 

 

  

資産 負債 

純資産 

（純資産の部） 

資本金 

資本剰余金 資本準備金 

その他資本剰余金 

利益剰余金 利益準備金 

その他利益剰余金 

貸借対照表 
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(2)分配可能額 

 

(a)分配可能額による制限（会社 461Ⅰ⑧Ⅱ） 

 

 

 

＊自己株式の取得（会社 461Ⅰ①～⑦）（「会社法Ⅱ」） 

 

 

 

 

 

 

＊分配可能額の計算の詳細［テキスト 5章 2節３ 図表 5-6・5-7］ 

 

 

(b)分配可能額規制の趣旨 

 

 

 

 

 

＊資本金・準備金の額は計算上の数字 

 

  

会社財産 

株主 会社債権者 

配当 債権 
資産 負債 

純資産 

（純資産の部） 

資本金 

資本剰余金 資本準備金 

その他資本剰余金 

利益剰余金 利益準備金 

その他利益剰余金 

剰余金の配当は 

分配可能額（会社 461Ⅱ）の限度内で（会社 461Ⅰ） 

≒剰余金の額（会社 461Ⅱ①） 

≒その他資本剰余金＋その他利益剰余金 

（会社 446①、会社計算 149） 

貸借対照表 

資産 負債 

資本金 

準備金 

分配可能額 

純資産額 

この金額≦300万円

となる配当許されず 
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(3)純資産額≧300万円（会社 458、会社計算 158⑥） 

 

平成 17年改正前商法：株式会社の最低資本金 1000万円→廃止 

 

 

 

 

(4)資本制度［テキスト 5章 2節１ (2)］ 

 

資本維持の原則 負債に加えて、資本金・準備金の額に相当する財産が会社に維持されるこ

とを要求 

：分配可能額の規制 

資本充実の原則 出資が行われる際（会社設立、募集株式の発行）に、資本金・準備金の額

に相当する財産が出資者から確実に拠出されることを要求 

：現物出資の検査役調査（会社 199Ⅰ③・207）、引受人からの相殺禁止（会

社 208Ⅲ）（「会社法Ⅱ」）etc. 

資本不変の原則 資本金・準備金の額を自由に減少することは許されない（6-3） 

 

 

 

 

 

＊資本金・準備金の額は貸借対照表を表示、資本金の額を登記（会社 911Ⅲ⑤） 

 

 

 

6-2.分配可能額規制の違反 

 

 

 

事例 6-a 分配可能額を超える剰余金の配当［テキスト Case5-2 を一部変更］ 

A会社が事業年度終了後に試算をしたところ、分配可能額がマイナスになった。A会社の代表

取締役であり株式を 40％保有する大株主でもある Y1 は、架空の利益を計上し、分配可能額

が存在するように粉飾した計算書類を作成することを部下に指示した。会計監査人 Y2は粉飾

の事実を発見したが、Y1 から「このままでは会社がつぶれてしまうから見逃してくれ」と言

われ、違法な計算書類について無限定適正意見を付した会計監査報告を作成した。A 会社の

取締役会では、剰余金の配当を定時株主総会の議案とすることが決定された。その際には、

Y1以外にも、Y3（株主ではない）をはじめすべての取締役が上記粉飾の事実を知りながらそ

れに賛成した。定時株主総会では計算書類が承認され、上記の剰余金配当議案が可決された。

これに従って、総額 1 億円（そのうち Y1 には 4000 万円）の金銭が配当として支払われた。

A会社には、X という債権者がおり、会社に対して 3000万円の貸付債権を有している。 
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(a)の者の責任――会社債権者による支払請求（債権者代位権〔民 423〕の特則） 

 

 

 

 

 

(b)①・②の者の責任（②＝取締役会決議に賛成した取締役も含む。会社計算 160③） 

 

 

 

 

 

(a)の者と(b)の者の責任の関係 

 

・(a)の者が先に責任を履行すれば？ 

 

 

 

・(b)の者が先に責任を履行すれば？ 

 

 

 

 

＊監査役・会計監査人の責任（会社 423） 

 

  

金銭支払請求 

（会社 462Ⅰ） 

会社 

(a)金銭等の交付を受けた者 

 （会社 462Ⅰ柱） 

(b)①業務執行者 

（会社 462Ⅰ柱、会社計算 159） 

②議案提案取締役等 

（会社 462Ⅰ各号、 

会社計算 160・161） 

金銭支払請求 

（会社 462Ⅰ） 

悪意の株主に求償（会社 463Ⅰ） 

支払請求（会社 463Ⅱ） 

・職務を行うについて注意を怠らなか

ったことの証明（会社 462Ⅱ） 

・義務の免除（会社 462Ⅲ） 

会社債権者 
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6-3.損失の処理 

 

(1)欠損の填補・損失の処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資産 負債 

純資産 

 

その他利益剰余金 

いずれかの項目の 

金額が減少 

 

 

 

 

当期純損失 

損益計算書 

金額が減少 

貸借対照表 

資産 100 負債 80 

資本金 50 

資本準備金 10 

その他利益剰余金△40 

貸借対照表（欠損填補前） 

資産 100 負債 80 

資本金 20 

資本準備金 0 

その他利益剰余金 0 

貸借対照表（欠損填補・損失の処理後） 

次の事業年度に当期純利益 30 

→その他利益剰余金△10 

＝分配可能額はまだマイナス 

次の事業年度に当期純利益 30 

→その他利益剰余金 30 

＝分配可能額 30 

欠損填補・損失の処理 

資本金のうち 30＋資本準備金のうち 10 

→その他利益剰余金に振り替え 
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(2)資本金・準備金の額の減少手続［テキスト 5章 4節１(2)(b)］ 

 

(a)株主総会の決議（会社 447ⅠⅡ・448ⅠⅡ） 

 

資本金の額の減少 

（会社 309Ⅱ⑨・447Ⅰ） 

原則：特別決議 

欠損填補のためだけに定時株主総会で行う場合：普通決議 

準備金の額の減少 

（会社 448Ⅰ） 

普通決議 

 

 

 

 

(b)債権者異議手続 

 

 

 

 

 

 

 

(c)資本金の額の減少の無効の訴え（会社 828Ⅰ⑤） 

 

会社 
①一定の事項を公告 

＋各別に催告［知れている債権者］ 

（会社 449Ⅱ、会社計算 152） 

  会社 449Ⅲの場合：各別の催告不要 

②異議を述べず→承認とみなす（会社 449Ⅳ） ③異議（会社 449Ⅰ） 

 

④会社の対応（449Ⅴ） 

：弁済・担保提供等 

Bを害するおそれなし 

→対応不要 

債権者 B 債権者 A 


